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	 1 	　未成年者との融資取引

　未成年者は、意思能力の有無を問わず、行為能力（単独で法律行為をす

る資格、民法 4条）が認められないため、単独で行った法律行為は、取り

消すことができます（同法 5条 2項）。一方、親権者や未成年後見人等は、

未成年者の財産について管理処分権を有し、財産に関する法律行為につい

て代理権を有する法定代理人です（同法824条・838条・859条）。

　したがって、未成年者と融資取引を行う場合は、法定代理人である親権

者や未成年後見人を取引の相手方とするか、あるいは未成年者との取引に

際して親権者等の同意を得て行います（同法 5条 1項）。なお、親権は父

母共同で行使することが原則ですが、一方が死亡していたり、親権を行う

ことができない場合は、残る一方が行使します（同法818条 3 項）。

	 2 	　成年被後見人等との融資取引

　（1）　成年被後見人との融資取引
　成年被後見人は事理弁識能力（意思能力）をまったく欠くため、成年被

後見人（本人）との融資取引は法定代理人である成年後見人と取引を行う

必要があります。ただし、成年後見人は、善管注意義務をもって本人の財

産の安全管理を行うことが求められ、当該融資取引が本人のために必要か

どうか、本人にとって不利益な取引ではないか、あるいは当該融資取引が

本人の意向に沿うものであるか等を判断して慎重に対応しなければなりま
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せん。疑義がある場合は、家庭裁判所に相談することを勧めるべきでしょ

う（民法869条・644条・858条）。

　なお、本人の住居（土地・建物）についての抵当権設定契約は、家庭裁

判所の許可を要しますが（同法859条の 3）、同許可のない抵当権設定契約

は無効となるので注意が必要です。

　また、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、

成年後見人は、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁

判所に請求しなければなりません。ただし、成年後見監督人が選任されて

いる場合は、当該後見監督人が本人の代理人となって利益相反取引の可否

を判断します（同法860条・826条）。

　（2）　被保佐人との融資取引
　被保佐人は事理弁識能力（意思能力）が著しく不十分のため、同人との

間で融資取引を行うときは、保佐人の同意が不可欠です（同法13条 1 項 2

号）。保佐人に代理権が付与されている場合は、保佐人が代理人として取

引します。なお、当該融資取引が本人のために必要な契約かどうか等を確

認するほか、本人の住居を担保提供する場合の家庭裁判所の許可について

は、成年被後見人の場合とです（同法876条の 5・第 2項・859条の 3・

644条）。

　また、被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保

佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、保佐監督

人がいる場合は、当該保佐監督人が利益相反取引の可否を判断します（同

法876条の 2第 3項）。

　（3）　被補助人との融資取引
　被補助人は事理弁識能力（意思能力）が不十分のため、補助人に対して

民法13条 1 項 2 号等について同意権が付与されている場合があり、この場

合に同人と融資取引を行う場合は補助人の同意が不可欠です（同法17条 1

項・ 2項）。なお、当該融資取引が本人のために必要な契約かどうか等の
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確認のほか、本人の住居を担保提供する場合の家庭裁判所の許可について

は、成年被後見人の場合と同様です（同法876条の 8・876条の10・第 1

項・859条の 3・644条）。

　また、被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補

助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、補助監督

人がいる場合は、当該補助監督人が利益相反取引の可否を判断します（同

法876条の 7）。

	 3 	　融資取引の取消しと不当利得の返還請求等

　成年被後見人等と単独で融資取引を行った場合、成年後見人等により一

方的に取り消されるおそれがあります（民法 9条前段・13条 4 項・17条 4

項）。融資取引が取り消されると、当該融資取引は無効となりますが、制

限行為能力者に交付した融資金は、不当利得として返還請求ができます。

　ただし、制限行為能力者の場合、現存利益のみ返還すればよいとされて

いるので（同法121条ただし書）、制限行為能力者が融資金を浪費してし

まっていた場合は、現存利益なしとなり、まったく返還されなくなるので

十分注意すべきです。

	 4 	　取消可能な融資取引の追認等

　制限行為能力者が単独で行った融資取引は取り消されることによって無

効となるかもしれない取引ではあるものの、追認されれば有効な取引とし

て確定します。しかし、取り消されないまま放置されると、いつ取り消さ

れるかもしれない不安定な状態となるため、相手方は取り消すか追認する

かについて期限を定めて確答請求することができます（民法20条）。また、

制限行為能力者であるにもかかわらず、行為能力者であることを金融機関

に信じさせるため詐術を用いたときは、当該融資取引を取り消すことはで

きません（同法21条）。
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